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第２７号議案

豊川市手数料条例の一部改正について（建設部関係）

豊川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和２年２月２１日提出

豊川市長 竹 本 幸 夫

豊川市手数料条例の一部を改正する条例

豊川市手数料条例（平成１２年豊川市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。

「 「
建築物エネルギ 建築物エネルギ
ー消費性能基準 ー消費性能基準
等を定める省令 等を定める省令
第１条第１項第 第１条第１項第別表第５の３１の項中 を２号イ⑵及びロ ２号イ⑵(ⅰ)及び
⑵に定める基準 ロ⑵又はイ⑶及
に係るもの びロ⑶に定める

基準に係るもの
」 」

に、「が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第２号イ

⑵及びロ⑵」を「が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１

項第２号イ⑵(ⅱ)及びロ⑵又はイ⑶及びロ⑶」に改め、同表備考第４項第１号、

同表備考第５項第１号、同表備考第６項第１号、同表備考第７項第１号、同表

備考第８項第１号及び同表備考第９項第１号中「場合」の次に「（申請に係る

設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限

る。）」を加え、同表備考第１３項第１号中「場合」の次に「（申請に係る

設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限

る。）」を加え、同項を同表備考第１５項とし、同表備考第１２項第１号中「

場合」の次に「（申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部

分が含まれている場合に限る。）」を加え、同項を同表備考第１４項とし、同

表備考第１１項第１号中「場合」の次に「（申請に係る設計一次エネルギー消

費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。）」を加え、同項を

同表備考第１２項とし、同項の次に次の１項を加える。
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１３ ３０の項に掲げる建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数

料について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３１条第１

項の変更の認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に同法第２

９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手数料の額

は、当該変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する

申請建築物及び他の建築物の各建築物（変更がないものを除く。）について

それぞれ別の申請があったものとみなしてこの表により算出した建築物エネ

ルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額（当該変更により建築物エ

ネルギー消費性能向上計画に新たに記載される建築物については、建築物エ

ネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額）に相当する額を合算した額

とする。

別表第５備考第１０項第１号中「場合」の次に「（申請に係る設計一次エネ

ルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。）」を加

え、同項を同表備考第１１項とし、同表備考第９項の次に次の１項を加える。

１０ ３０の項に掲げる建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料に

ついて、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２９条第１項の

規定による認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に同条第３

項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手数料の額は、当該

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する申請建築物及び他

の建築物の各建築物についてそれぞれ別の申請があったものとみなしてこの

表により算出した建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額に

相当する額を合算した額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



- 3 -

理 由

この案を提出するのは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等

の一部改正に伴い、複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定に係る申請手数料等の算定方法を定めるとともに、簡易な評価方法

による建築物エネルギー消費性能基準の適合認定に係る申請手数料を定める等

の措置を講ずる必要があるからである。


